
㈱トクヤマ徳山製造所東発電所第３号発電設備計画に係る
環境影響評価方法書に対する勧告について

平成１９年３月２２日

経 済 産 業 省

原子力安全・保安院

本日、電気事業法第４６条の８第１項の規定に基づき、徳山製造所東発電
所第３号発電設備計画に係る環境影響評価方法書について、㈱トクヤマに対
し環境保全の観点から勧告を行った。

勧告内容は別紙のとおり。

（参考）当該地点の概要

１．計画概要

・場 所 ： 山口県周南市晴海町

・原動力の種類 ： 汽力

・出 力 ： ３０万ｋＷ×１基

２．これまでの環境影響評価に係る手続き

環境影響評価方法書受理 平成18年 9月26日

住民等意見の概要受理 平成18年11月20日

山 口 県 知 事 意 見 受 理 平成19年 2月15日

問合せ先：電力安全課 吉田、金子

電話０３－３５０１－１７４２（直通）

０３－３５０１－１５１１（代表）

４９２１（内線）



別 紙

【㈱トクヤマ徳山製造所東発電所第３号発電設備計画に係る環境影響

評価方法書に対する勧告内容】

環境影響評価項目について

１．工事用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に利用する輸送経路沿いに民家等が

存在し、浮遊粒子状物質の環境基準を達成していない地点があることから、工事

用資材等の搬出入及び資材等の搬出入に伴い排出される浮遊粒子状物質を環境影

響評価項目として追加することを検討すること。

２．地域を特徴づける生態系については、対象事業実施区域及び近傍地域において

事前調査を実施したものの、調査期間が短く、十分に生態系の概要を把握するた

めには更なる調査が必要と考えられること、対象事業実施区域内で重要な動物種

の営巣が確認されたことから、造成等の施工による一時的な影響、地形改変及び

施設の存在に伴う地域を特徴づける生態系を環境影響評価項目として追加するこ

とを検討すること。


